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甲州訪問リハビリテーションのご案内（重要事項説明書）  

 

１．  事業所の概要  

事 業 所 名  甲州リハビリテーション病院  甲州訪問リハビリテーション  

開 設 年 月 日  平成 19 年５月１日  

所 在 地  山梨県笛吹市石和町四日市場 2031 

連 絡 先  
ＴＥＬ：055-262-3121（代）  

ＦＡＸ：055-262-3727 

管 理 者  甲州リハビリテーション病院  院長  佐藤吉沖  

事 業 責 任 者  宮下大佑  

事 業 所 番 号  1971800410 号  

営 業 日  12/29～1/3 以外の月曜日～土曜日  

営 業 時 間  8:30～17:30 

サービス提供  

エ リ ア  
笛吹市、甲府市、山梨市、甲州市、昭和町、甲斐市、中央市  

職 員 体 制  
管理者：１名  

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士：１名以上  

２．事業の目的及び運営方針  

【事業の目的】  

医療法人銀門会  甲州リハビリテーション病院が設置する訪問リハビ

リテーション（以下「事業所」という。）において実施する指定訪問リハ

ビリテーション（以下、「事業」という。）は、要介護状態となった場合

においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又

は向上を目指し、利用者の居宅において、理学療法、作業療法、言語聴

覚療法により、利用者の心身機能の維持回復、生活機能の維持又は向上

を図ることを目的とする。  

 【事業の運営方針】  

利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となる

ことの予防に資するようその目標を設定し、計画的に行い、利用者の意

思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。

また、事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支

援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、居宅サービ

ス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に

努める。  
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３．サービス内容  

（１）サービス内容について  

当事業所ではご契約者様に対して以下のサービスを提供します。  

＜訪問リハビリテーション＞  

通院が困難な利用者に対して計画的な医学的管理を行っている医師

の指示に基づき、心身の機能回復を図るため、リハビリテーションの

目標と具体的なサービス内容を記載した訪問リハビリテーション計

画書を作成するとともに、訪問リハビリテーション計画の療養上必要

な事項について利用者又はその家族に対し、指導又は説明を行うとと

もに、適切なリハビリテーションを提供する。  

 

４．サービスの提供にあたって  

1. サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容

(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間 )を確認

させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速や

かに当事業所にお知らせください。  

2. サービスの提供は、主治医（かかりつけ医）の診察と当院の医師の診

察が必要になります。主治医の診療情報提供書を元に当院の医師がリ

ハビリテーション指示書を出すことでサービスを提供できます。医師

の診療に基づき、利用者又は家族に説明し、同意を得た上で訪問スタ

ッフがリハビリテーション計画書を作成します。計画に従ったサービ

スの実施状況及びその評価について、速やかに記録を作成するととも

に、医師またはケアマネジャー等に報告します。  

3. 訪問リハビリテーション指示期間は、当事業所の医師の診察日より 3

ヵ月以内となり、訪問リハビリテーションを継続するためには 3 ヵ月

に以内に 1 度（医療保険の場合は 1 ヵ月に 1 度）「当院の医師の診察

とリハビリテーション指示書」が必要になります。  

4. 主治医の診察は訪問リハビリテーション開始時、甲州リハビリテーシ

ョン病院を退院後 3 ヵ月以上訪問リハビリテーションを継続する場

合、または利用者様の状態が変化した場合に必要になります（医療保

険の場合は 1 ヵ月に 1 度）。  

5. サービス提供を行う職員に対するサービス提供に関する具体的な指

示や命令は、すべて当事業者が行いますが実際の提供にあたっては、

利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。  

 

 

 

 



甲州訪問リハビリテーション 20250401 

3 

①サービス提供の記録  

１．サービスの提供日、内容及び利用者の心身の状況その他必要な事項を

記録します。またその記録はサービスを提供した日から 5 年間保存

します。  

２．利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複

写物の交付を請求することができます。  

②虐待の防止について  

事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる対策

と必要な措置を講じます。  

１．虐待の防止等のための対策を検討する担当者を置き、指針を整備する

とともに、委員会を定期的に開催し、従業者に対する虐待防止を啓

発・普及するための研修を実施しています。  

２．サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している

家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見

した場合は、速やかに、当事業所の虐待防止委員会に報告し適切に対

応いたします。  

③身体の拘束等  

当事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行いません。緊急やむを得ず身体

拘束等を行う場合は、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由等を記録し、家族等に報告することといたします。  

④秘密の保持と個人情報の保護について  

＜利用者及びその家族に関する秘密の保持について＞  

１．事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護

に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適

切な取り扱いに努めるものとします。  

２．事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サー

ビス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理

由なく、第三者に漏らしません。  

３．この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後も継続し

ます。  

４．事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保

持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後において

も、その秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とします。 
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＜個人情報の保護について＞  

１．事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者

会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家

族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担

当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。  

２．事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙

によるものの他、電磁的記録も含む。）については、善良な管理者の

注意を持って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するも

のとします。  

３．事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を

開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求め

られた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内

で訂正等を行うものとします。（開示に際して複写料などが必要な場

合は利用者の負担となります。）  

④感染症の拡大予防や災害における事業の継続  

１．感染症の拡大や風水害等の避難情報に応じて、サービスを中断または

中止することがあります。ご利用中に地震や風水害等があった場合の

安全の確保や避難に関しましては、当事業所の災害対策と併せて対応

させていただきます。また、定期的に避難、救出その他必要な訓練を

行います。  

２．感染症の拡大や被災により平時と同様の事業の継続が困難と判断した

場合、事業所の BCP（事業継続計画）に基づき対応させていただき

ます。事業継続が困難な場合（スケジュールの変更が必要な場合）は、

ご利用者様、ご家族様、ケアマネジャー等の関係者様に連絡するよう

努めます。  

⑤緊急時の対応について  

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、

速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利

用者が予め指定する連絡先にも連絡します。  

⑥事故発生時の対応方法について  

利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により事故が発生し

た場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に

連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。  

また、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により賠償すべ

き事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、その損

害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、事業者

の損害賠償責任を減じる場合があります。  
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５．利用料金及び支払い方法  

（１）提供するサービスの利用料及び利用者負担額  

厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該訪問リハビリテーシ

ョンが法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬

の告示上の額として別紙１に示したとおり設定します。  

利用料、利用者負担額は、サービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合

計金額により請求いたします。  

（２）その他費用について  

 

交通費：        円/日  

（３）お支払い方法  

利用料金の支払いは、原則的に口座振替となります。振替可能な金融機

関は「山梨中央銀行」、または「ゆうちょ銀行」のいずれかとなります。 

・振替日  山梨中央銀行  毎月  ２０日（休日等の場合は翌営業日） １回  

  ゆうちょ銀行  毎月  ２５日（休日等の場合は翌営業日） １回  

利用者の都合により振替ができなかった場合は、その月の月末までに指

定口座にお振込み、または甲州ケア・ホーム受付にご持参下さい。お振

込みの際、送金手数料は利用者負担でお願いします。  

支払いが確認できた後、利用者又は保証人の指定する送付先に対して、

領収書を交付します。  

 

 

 

 

 

 

 

その他の費用  介護保険の方  医療保険の方  

□交通費  

サービス提供エリア内の  

交通費は基本利用料に  

含まれています。  

事業所を始点として、  

利用者宅までの距離の往復  

×33 円/km（税込）  

の交通費をいただいております。  
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６．禁止事項  

事業所では、多くの方に安心して利用していただくために、利用者の「営

利行為、宗教等の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。また、利用時

間内の飲酒及び喫煙はご遠慮願います。また、別紙 2 にありますハラス

メント行為におきましても禁止します。行為が発覚した際にはサービス

の提供を中止いたします。  

 

７．要望及び苦情等の申し入れ  

事業所に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるため

の窓口を設置します。  

介護保険利用者の場合，相談・苦情は当法人以外に、保険者である市町

村や国民健康保険連合会でも受け付けています。  

要望・苦情等受付窓口  連絡先  

甲州訪問リハビリテーション  

事業責任者  宮下大佑  
055-262-3121（代） 

医療法人銀門会  

事務部部長  金子修  
055-262-3121（代） 

国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会  

（介護サ－ビス苦情処理担当）  
055-233-9210 

笛吹市        介護保険課  055-261-1903 

甲府市   長寿支援室介護保険課  055-237-5473 

山梨市        介護保険課  0553-22-1111 

甲州市        介護保険課  0553-32-5066 

昭和町      いきいき健康課  055-275-8785 

甲斐市        長寿推進課  055-278-1693 

中央市        高齢介護課  055-274-8556 

・利用者からの相談・苦情が上がった場合は、迅速かつ誠実に対応し、利用

者の権利擁護に努めるとともに申出者や利用者に対して不利益とならな

いように扱います。  

・相談・苦情の内容によって、調査等が必要な場合には、適切に対応し、そ

の結果、改善が必要と認められる場合は必要な措置を講じます。  

・必要に応じて、居宅介護支援事業者との連絡調整その他、必要な連携を図

ります。  
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以上、本書につき双方の合意を証するため、本書２通を作成し、当事者

双方の記名の上、各自１通を所持いたします。  

 

 

重要事項説明書の記載内容につき、説明を受け承知しました。  

 

西暦      年    月    日  

 

 

利  用  者  氏名                             

 

家   族  氏名                 （続柄：       ） 

 

 

 

 

 

重要事項説明書の記載内容を説明しました。  

 

事業者  医療法人  銀門会  佐藤  吉沖  

（公印省略）  

住  所  山梨県笛吹市石和町四日市場 2031  

電  話  055－263－0242（代表）      

 

説明者                       

 

 

 

 

 


